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時期 職員 審議会 明治大学 議会

4月 他自治体事例研究

5月 指標設定 進行管理・評価手法研究

6月
骨子町民コメント
計画原案作成

審議項目
①計画原案
②指標設定

中間報告 計画原案協議

7月
町民コメント結果反映
進行管理手法作成

（下旬）
町民コメント結果審議
進行管理手法審議
計画書案確認

計画書案確認

8月 最終案作成
最終案審議
答申文書審議

9月
最終確認
決裁→公表

答申 成果報告会 議決（基本構想）

総合振興計画 策定スケジュール



第6次川島町総合振興計画策定にあたって（R2.7.16 総合振興計画審議会）

●これからのまちづくり

・社会情勢の著しい変化に対し、地域の課題解決を行政だけで行う

ことは困難になりつつある。

●行政、町民、企業、団体が連携して課題に取り組む。

●それぞれが、主体的に課題について考え、行動する。
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まちづくり＝地域経営として考える



●第6次川島町総合振興計画の基本構想（経営理念）

3

ミッション（Why)

ビジョン（What)

バリュー（How)

行動規範（Must)

施策・事業

果たすべき使命、
組織としての存在意義

組織がこの先どうありたいか、
どこに向かっているか

実現するための提供価値、
大切にする価値観

何をよりどころに活動するか、
バリューの具体化

地域社会に対してやらなければ
いけない活動

地方自治法 第1条の2
住民福祉の増進、地域行政の自主的かつ
総合的実施

基本構想

基本計画

職務執行基本姿勢

第6次川島町総合振興計画策定にあたって（R2.7.16 総合振興計画審議会）
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第6次川島町総合振興計画の進行管理

① 総合振興計画に掲げる総合目標、戦略目標、施策目標の達成状況を評価指標を
基準に確認・評価すること。

② ①の目標達成に向けて事業の改善を図ること。

総合振興計画の
進行管理って？

なぜ進行管理
が必要なの？

① 総合振興計画で定めるまちづくりの方針に沿って、着実に町政運営を進める
ため。

② 社会情勢の変化を的確に捉え、町民ニーズに応じた見直しを行うため。



5

基本構想

基本計画

実施計画

まちづくりの大きな方針・ビジョン
計画期間は10年間（～2030）

基本構想を実現するための取組
計画期間は前期・後期5年ずつ

基本計画を実現するための具体的な事業
計画期間は3年間（1年ごと見直し）

第6次川島町総合振興計画の進行管理

達成の役に立ってるか？

達成の役に立ってるか？

目的

手段

目的

手段

効果的な手法について、

明治大学政治経済学部西村ゼミと共同研究


